
明
治
初
年
大
阪
天
神
祭

の
復
興
に
つ
い
て

若

林

喜

三

郎

は

じ

め

に

昨
年
秋
頃
、
日
本
歴
史
学
会
よ
り

『
日
本
歴
史
』
(吉
川
弘
文
館
発
行
)
「研
究
余
録
」
欄

の
執
筆
を
依
頼
さ
れ
た
が
、
大
阪
天
満
宮
史

の
史
料
整

理
に
携

わ

っ
て

い

た
の
で
、
取
敢
ず
明
治
初
期

に
お
け
る
天
神
祭
復
興
に
関
す
る
史
料
を
紹
介
す

る
目
的

で
、
『
明
治

四
年
大
阪

天
神
祭
復
興

の
史
料
』

を
寄
稿
し

て
お

い
た
。
そ
れ

は
、
予
定
通
り
同
誌
第
四
七
八
号

(本
年
三
月
)
に
掲
載
さ
れ
た
が
、

そ
の
後
同
史
料

の
整
理
が
進

む
に
つ
れ
て
、

お

い
お

い
と
基
本
史
料

も
発
見
さ
れ
て
き
た
の

で
、
も
う

一
度
検

討
を
加
え
、

い
さ
さ
か
内
容
を
充
実
し
て
お
き
た

い
と
考

え
た
。

も
と
よ
り
結
論

に
変
り
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
不
明
な
点

は
そ
の
ま
ま
残
る
と
い
う
状
態

で
あ
る
が
、
前
稿

の
補
完
と

い
う
意
味
も
あ

る
の
で
、
重
複
を

い
と

わ
ず
、

こ
の
機
会

に
再
録
し
て
お
き
た
い
。

一
、

問
題
点

の
整
理

明
治

四
年
六
月
、
大
阪
天
満
社

で
は
、
慶
応

元
年
以
来
中
断
さ
れ
て
い
た
夏
祭
、

い
わ
ゆ
る
天
神
祭
を
六
年
ぶ
り
で
復
興
し
た
。

こ
の
件

に
つ
い
て
の
文
献
を
調

べ
て
み
た
と
こ
ろ
、
筆
者

の
入
手
し
得
た
の
は
六
点
に
過
ぎ

な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
ぞ
れ
権
威
あ
る
名
著

と
し
て
尊
重
す

べ
き
も

明
治
初
年
大
阪
天
神
祭
の
復
興
に
つ
い
て



明
治
初
年
大
阪
天
神
祭
の
復
興
に
つ
い
て

の
で
は
あ
る
が
、
天
神
祭

の
復
興

に
関
し
て
は
、

こ
と

の
つ
い
で
に
触

れ
た

に
過
ぎ
な
い
と
い

っ
た

ふ
う
で
、
中

に
は
ず

い
ぶ
ん
と
曖
昧
な
表
現
の
も

の
も
あ

っ
た

が
、
特

に
そ
の
文
献
は
明
記

し
な
か

っ
た
。
よ

っ
て
、
今
回
も
そ
の
名
を
伏
せ
た
ま
ま
で
共
通
の
問
題
点
だ
け
を
示
し

て
お
く
と
、
次

の
三
点
と
な
る
。

①

明
治
四
年

の
復
興
は
、
陸
渡
御

だ
け
で
船
渡
御

は
実
現
し
な
か

っ
た
。

②
船
渡
御
は
、
明
治
十
五
年

に
至

っ
て
復
興
さ
れ
た
。

③
明
治

四
年
の
復
興

と
、
松
島
御
旅
所
の
成

立
と
の
関
係
が
は

っ
き
り
し
な

い
。

と
こ
ろ
が
、
最
近
入
手
し
た

一
文
献
は
、
『大
阪
天
満
宮
社
報
』
第

=
二
号

(本
年
の
新
年
号
)
で
、
そ
こ
に
有
明
夏
夫
氏
の

「舞
台
は
天
満
天
神
」
と
題
す
る

一
文

が
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
そ

の
中
で
明
治
四
年

の
天
神
祭
復
興
に
触
れ
、

「同
年
か
ら
十
五
年
ま
で
船
渡
御
復
興
を
見
な
か

っ
た
」
と
例

の
旧
説
が
く
り
返
さ
れ
て
い

る
の
で
あ

る
。

有
明
氏
は
有
名

な
劇
作
家

で
、
先
年

の
N
H
K
テ
レ
ビ

の

『
な

に
わ
の
源
蔵
事
件
帳
』
な
ど
は
、
筆
者
も
興
味
深
く
見

せ
て
頂

い
た
も
の
で
あ

る
が
、
そ
の
第

一

話

の
構
想

に
、
天
神
祭

の
船
渡
御

を
取
入
れ
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
時
代
設
定
を
明
治
十
年
と
し
て

い
た
た
め
に
、
同
年

に
は
天
神
祭

の
船
渡
御
は
な
か

っ
た
と

い

う

こ
と
に
気
付

い
て
場
面
を
変
更

し
た
と
い
う
お
話

で
あ

っ
た
。
こ
こ
で
筆
者
が
問
題
に
す
る
の
は
、
有
明
氏
が
右

の
文
中

に
天
神
祭

の
船
渡
御

に
関
す
る
藤
里
好

(
1

)

古

氏

の

「
天
神
祭

の
諸
相
」

(『上
方
』
第
七
号
)
を
出
典
と
し
て
あ
げ
て
お
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
、

そ
の
周
到
さ
に
心
打

た
れ
た
の
で
あ
る
。

と

い
う
の
は
、
右

に
あ
げ

た
諸
文
献

の
う
ち
、

一
書

は
右

の

『
上
方
』
第
七
号

の
藤
里
論
文
な
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
出
典

は
示
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
も
、
他

の
五
書
に
す

べ
て
出
典
が
あ
げ
ら
れ
て
い
な
い
の
は
、
天
満
宮
研
究

の
権
威

た
る
藤
里
氏

の
論
文
を
そ
の
ま
ま
引
用
さ
れ
た

の
で
あ
ろ
う
か
、
そ
れ
と

も
他

に
か
く
さ
れ
た
史
料
が
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う

か
。

と
す
れ
ば

こ
の
際
是
非
ご
教
示
願

い
た

い
も

の
と
考
え
る
が
、
現
段
階

で
は
現
在
整
理
中

の
天
満
宮
文
書
を

基
本
史
料

と
し
て
検
討
を
加
え
て
み
よ
う

と
考

え
た
の
で
あ
る
。

前
掲
拙
稿

の
帰
結

は
次

の
通
り
で
あ

っ
た
。

①
明
治

四
年
復
興
し
た
天
神
祭
で
は
、
翌
五
年
ま

で
二
年
間
船
渡
御

を
執
行
し
た
。

②
そ
れ
か
ら
明
治
十
三
年
ま

で
船
渡
御

は
中
絶
し
、
同
十
四
年
か
ら
復
興
し
た
。

前
後
三
年
ぐ
ら
い
の
違

い
で
あ
る
。
永

い
天
神
祭

の
歴
史
か
ら
み
れ
ば
、
大

し
た
こ
と
で
は
あ
る
ま

い
と

一
笑

に
付

せ
ら
れ
る
か
も
知
れ
な

い
が
、
そ
の
中

に
天
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神
祭

の
真
髄
に
触
れ
る
問
題
を
含

ん
で

い
る
し
、
そ
れ
以
前

の
梅
本
町
の
天
満
宮
御
旅

所
の
、

も
曖
昧

な
の
で
、
明
確
に
し
て
お
く
必
要
を
感
ず
る
の
で
あ
る
。

松
島

へ
の
転
宮

と
い
う
問
題
が
か
ら
ん
で
お
り
、
旧
説

で
は
こ
の
点

一
、
船

渡
御
復

興

の
次
第(

2

V

(
3

)

(
4
)

(
5

)

そ
こ
で
、
大
阪
天
満
宮
編

『
天
満
宮
社
誌
資
料

』

『
同
稿
本

』
及
び

『
公
庁
所
願
届
書
写

」

『当
番
所
雑
記

』
等

か
ら
、
こ
の
復
興
の
由
来

を
示
す
史
料

を
抽

出
し
て
み
る
と
、
ま
ず
明
治
三
年
六
月
、
天
満
社
か
ら
の
申
出
で
に
対
し
、
今
年
は
準
備
不
足
な

の
で
、
神
輿
渡
御
を
中
止
し
た
い
旨
天
満
社
氏
地
町
々
よ
り
希
望

が
あ

っ
た
由
天
満
社
よ
り
大
阪
府
裁
判
所

に
届
出
て

い
る
。
そ
れ
と
前
後
し
て
、
文
久
四
年

の
夏
祭
の
経
費
調
査
書
を
提
出
し
て
い
る
の
も
、

こ
の
頃
し
き
り
に
天

満
社
社
殿

の
階
段
や
縁
側
、
出

入
口
の
棚
や
垣
、
末
社

の
玉
垣
な
ど
の
補
修

の
届
出
を
し
て
い
る
の
も
、
翌
年

の
夏
祭
復
興

に
備
え
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

し
か
る
に
、
今
般
発
見
さ
れ
た
同
社
所
蔵

の
関
連
文
書

が
二
通
あ
る
が
、
そ

の

一
は
翌
明
治
四
年
四
月

二
日
、
「
昨
年

の
府
庁
よ
り
の
督
促

に
よ
り
、
神
輿
渡
御
を

再
興
す
る
に
つ
い
て
の
願
書
」

を
、
天
満
社
氏
地

・
御
旅
所
氏
地

の
惣
代

に
、
松
島
廓
支
配
人
折
屋
弥
兵
衛

・
大
垣
屋
太
郎
兵
衛
が
連
名
で
大
阪
府
庁

に
提
出

し
た

も
の
で
あ
る
。

右
の
氏
地
惣
代
は
、
氏
地
町
々
の
年
寄

(後
の
少
年
寄
、
さ
ら
に
戸
長
)
が
そ
れ
に
任
じ
、
天
満
社
維
持
団
体

の
中
核

と
も
う

い
う

べ
き
も
の
で
あ

っ
た
。
よ

っ
て
、

右

の
連
名
を
列
記
し
て
お
こ
う
。

○
天
満
社
氏
地
惣
代

(各
町
年
寄
)
五
人

北
森
町
小
林
屋
佐

一
郎

・
天
満
五
丁
目
川
崎
屋
助
彦

・
宮
之
前
町
綿
屋
利
八

・
地
下
町
深
江
屋
市
兵
衛

・
堂
島
浜

二
丁
目
堺
屋
嘉
七

〇
御
旅
所
氏
地

(各
町
年
寄
)
三
人

雑
喉
場
町
神
崎
屋
平
九
郎

・
江
之
子
島

東
町
小
豆
島
屋
長
右
衛
門

・
同
西
町
淡
路
屋
平
兵
衛

松
島
廓

の
支
配
人
二
人
が
連
署
し
て
い
る
の
は
、
も
ち
ろ
ん
仮
御
旅
所

の
候
補
地

と
し
て
で
あ

っ
て
、
地

元
繁
栄

の
基
と
も
な
る
と
い
う
、
松
島
側

の
要
望

と

一

致
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ

に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

明
治
初
年
大
阪
天
神
祭
の
復
興
に
つ
い
て
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明
治
初
年
大
阪
天
神
祭
の
復
興
に
つ
い
て

と
も
あ
れ
、
こ
の
出
願
の
骨
子
は
左

の
通
り
で
あ

っ
た
。

①
以
前

の
梅
本
町

(戎
島
)
の
御
旅
所

は
大
破
し
て
祭
儀
執
行
は
不
可
能
な
の
で
、
松
島
遊
廓
内

の
明
地
所

(地
名
の
明
記
は
な
い
が
、
多
分
そ
の
南
端
に
あ
っ
た

花
園
地
で
あ
ろ
う
)
を
拝
借
し
て
仮
旅
所
を
設
け
た

い
。

②
堂
島
川
は
近
年
土
砂
堆
積

の
た
め
船
渡
御
は
不
可
能
な
の
で
、
難
波
橋
西
手
か
ら
松
島

の
御
旅
所
ま
で
の
川
筋
を
凌
藻
し
て
も
ら
い
た

い
。

堂
島
川
の
凌
漠
を
要
望

し
て
い
る
の
は
、
天
神
祭
、

と
く
に
船
渡
御
再
興

へ
必
須
条
件
と
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

こ
の
願
書
で
は
、
町
年
寄
た
ち
は
次
の

よ
う
に
熱

っ
ぽ
く
訴
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

天
神
祭
礼
神
輿
船
渡
御

二
付

而
者
、
夜

二
入
候
得

者
、
川
筋
惣
体
別
格
之
賑

ひ
諸
国

江
相
聞

へ
、
国
々
よ
り
登
阪
、
参
詣

・
見
物
人
等
群
参
、
名
高
き
祭
礼

二

候

へ
者
、
外

二
模
様
替
も
致
兼
候

二
付
、
不
得
止
事
前
書
御
川
凌
之
義
奉
願
上
候
義

二
候
得
者

(下
略
)

今
少
し
く
、
右

の
諸
史
料
よ
り
、
祭
礼
準
備
な
ど
を
追

っ
て
み
る
と
左

の
如
く
で
あ
る
。

〇
六
月

三
日
、
出
願

夏
祭

の
六
月

二
十
五

・
二
十

六
日
の
二
日
間
、
氏
地
町
々
の
辻
合
に
高
灯
提
、
家

々
に
棒
灯
提
を
掲
げ

る
よ
う

に
、
大
年
寄

(後
の
大
組
総
区
長
)
よ
り
指
令

を
出

し
て
ほ
し
い
。

〇
六
月

四
日
、
届
出

船
渡
御
に

つ
い
て
、
難
波
橋
北
詰
か
ら
乗
船
す
る
の
が
常
例
で
あ

っ
た
が
、
本
年
は
堂
島
浜
よ
り
の
乗
船

に
変
更
し
、
松
島
ま
で
の
浅
瀬
は
当
社

の
信
仰

の

者
共

が
う
ち
寄
り
、
水
尾
筋
を
掻
分
け
、
手
凌

い
致

し
た
い
と
届
出
。

〇
六
月
十
九
日
、
届
出

二
十
五
日
祭
礼
に
あ
た
り
、
天
満
樋
上
橋

・
佐
賀
藩
邸
前
船
入
橋
、
難
波
小
橋
の
三
橋
を
神
輿
が
通
行
す
る
こ
と
、
右

の
う
ち
、
佐
賀
藩
邸
前
船
入
橋
前
後

の
道
路

の
高
低
箇
所

の
補
修
を
し
た
い
。

○
同
二
十
日
、
松
島
仮
御
旅
所
清
祓

神
主
以
下
五
人
、
船

に
て
参
向
、
清
祓
後
世
話
方

へ
挨
拶
、
小
豆
島
屋

の
心
配
で
大
屋
形
船
を
申
付
け
、
松
島
花
陽
櫻

の
仕
出
し
料
理

に
て
夕
飯
。
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こ
う
し
て
、

六
月

二
十
五
日
、
復
興
第

一
年

の
天
神
祭
が
始
ま
る
の
で
あ
る
が
、
『
当
番
所
雑
記
」
に
船
渡
御
の
実
況
を
知
る
べ
き
書
込
み
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
を

転
写
し
て
お
こ
う
。

(
段

)

一
、
堂
島
寄
場
浜
石

壇
更

二
同
所

ヨ
リ
出
来
、
且
川
筋
凌

へ
皆
同
所

ヨ
リ
寄
進
、
右
浜

ヨ
リ
御
乗
船
、
神
輿
還
御

・
渡
御

ト
モ
無
滞
相
済

と
あ
り
、
堂
島
寄

場
と
は
米
会
所

の
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
浜
の
石
段

の
構
築
、
川
筋

の
湊
喋
な
ど
も

こ
の
付
近

の
氏
地
住
民

に
よ
り
寄
進
さ
れ
た

こ
と
が
わ
か
る
。

も
と
も
と
難
波
橋
北
詰
か
ら

の
浅
瀬

の
凌
深
な
ど
は
、
前
述
の
よ
う
に
府

の
施

工
を
頼
ん
で

い
た
の
で
あ
る
が
、
意
外

の
難
工
事

で
急
場

の
間

に
合
わ
な
か

っ
た

た
め
か
、
本
年

の
乗
船

は
堂
島
浜
よ
り
と
変
更
し
、
浅
瀬

の
湊
喋
な
ど
は

■
傭

ひ
人
足
且
信
仰
之
輩
」
を
駆
使
し
て

「
水
尾
す
し
掻
分
、
手
凌

い
仕
度
」
と
い
う
実

盾

で
あ

っ
た
ら
し
い
。
右

の

「
寄
進
」
と

い
う

の
は
、

こ
の
よ
う
な
も
の
で
、
■
砂
持
」
と
同
義

と
考

え
て
よ

い
で
あ
ろ
う
。

な
お
重
ね
て
、
船
渡
御

の
始
末

に
つ
い
て
、
次

の
よ
う
な
付
記

が
あ
る
。

一
、
神
輿
納
・
太
鼓
納

・入
夜

子
之
半
刻

(午
前

一
時
)
還
御
之
心
得

之
処
、
久

々
中
絶
、
旦
松
島
旅
所
旧
行
宮

ヨ
リ
道
程

モ
ア
リ
、
膏
以
社

へ
還
御
寅
之
刻

(午

一

前
四
時
)
少
シ
迄

二
相
成
事

民
」

一
、
道
筋
例
年
之
通
、
但

シ
難
波
橋
北
詰
浜

ヨ
リ
堂
島
浜

へ
向
ケ
、
陸
地
御
進

ミ
、
鍋
島
船
入
橋
高

ク
、
其
道
直

シ
等
、
同
邸
青
木
仁
兵
衛

ヨ
リ
入
用
奉
納

仲
士
頭
山
城
屋
八
左
衛
門
、
右

ニ
テ
神
輿

・
太
鼓
ト

モ
無
滞
通
行
相
成

と
、
「
久
々
中
絶

」
の
渡
御
復
興

の
た
め
に
生
ず
る
障
碍
を
、
住
民

の
奉
仕

に
よ

っ
て
除
去
さ
れ
、
明
治
四
年

に
お
け
る
復
興
第

一
年

の
天
神
祭
、
と
く

に
船
渡
御

は

み
ご
と
に
終
了

し
た

の
で
あ
る
。

く
つ
が
た

(
6

)

か
く
し
て
、
天
神
社
は
、
諸
役
所

・講
社
・
氏
地

の
重

な
住
民
た
ち
に
沓
形

を
配
付
し
て
、
祭

の
幕
を
下
ろ
し
て

い
く
の
で
あ
る
。

二
、
御

旅

所

の
転
宮

と
船
渡

御

の
中
絶

明
治
四
年

に
お
け
る
天
神
祭
復
興
の
次
第
は
、

ほ
ぼ
明

ら
か
に
さ
れ
た
と
思
う
が
、
次

に
、
そ
れ
と
関
連
す
る
御
旅
所

の
松
島
転
宮

の
経
過
を
み
て
お
か
ね
ば
な

ら
な

い
。

明
治
初
年
大
阪
大
神
祭
の
復
興
に
つ
い
げ、



明
治
初
年
大
阪
天
神
祭
の
復
興
に
つ
い
て

大
阪
天
満
宮

に
現
蔵
さ
れ
る
い
ま

一
通
の
文
書

は
、
同
年
八
月
二
十
二
日
大
阪
府
庁

あ
て
の
願
書

で
、
こ
の
方
は
天
満
社
神
主
滋
岡
功
長

.
同
見
習
滋
岡
従
長

.

同
社
家
惣
代
寺
井
種
清

の
三
者
に
、
椋
橋
町
少
年
寄
勝
田
卯
兵
衛

・
松
島
廓
少
年
寄
米
田
弥
兵
衛

の
奥
印
が
あ
る
。

そ
れ
に
よ
る
と
、
ま
ず
本
年

の
夏
祭

の
再
興
が
滞
り
な
く
行
わ
れ
た

こ
と
を
謝
し
た

の
ち
、
次

の
よ
う
な
要
望
を
述

べ
て
い
る
。

が

さ
つ

①
近
来
御
旅
所
の
周
辺
は
外
国
人
居
留
地
と
な

っ
た
が
、
祭
礼

と
も
な
れ
ば
、
神
幽
ハ昇
や
太
鼓
方

な
ど
我
雑
な
者
が
多

い
の
で
、
万

一
不
測
の
事
件
な
ど
発
生

し
て
は

一
大
事

で
あ
る
か
ら
、
永
久
的

に
転
宮

し
た
方
が
よ
い
と
、
氏
地

一
同

の
意
見
が

一
致

し
て
い
る
。

②

つ
い
て
は
、
本
年

の
祭
礼
に
あ
た
り
、
仮
旅
所
と
し
て
借
用
し
た
松
島

の
花
園
地
に
お
い
て
、
従
来

の
梅
本
町
の
御
旅
所
と
同
面
積

(表
口
二
〇
間
、
奥
行
二

四
間
)
の
敷
地
借
用
を
お
許
し
ね
が
い
た
い
。

こ
れ
に
対
し
、

「願
之
趣
聞
届
候
事

(印
)
」
と

い
う
ツ
ケ
ガ
ミ
が
付
し
て
あ
る
の
で
、
こ
こ
に
よ
う
や
く
松
島

へ
の
御
旅
所
の
転
宮
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か

る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
例

に
よ
り
前
掲
諸
史
料

に
よ

っ
て
、
そ
の
実
施
情
況
を
み
て
お
く
。

〇
九
月
十
日
、
願
書

松
島
花
園
地

に
低
地
が
残

っ
て
い
る

の
で
、

そ
の
埋
立
て
の
た
め

に
傭

い
人
や

「信
仰

の
輩
」
を
も

っ
て
土
砂
運
搬
を
す
る
が
、
そ
の
た
め
松
島
地
続
き
の

川
ぞ

い
の
土
砂
を
頂
戴

い
た
し
た
い
。

〇
十
月
十
七
日
、
届
書

梅
本
町
旧
旅
所

の
神
器

・
社
殿

・
木
石
等
追

々
松
島
新
旅
所
に
引
移
す
。

〇
十
月
二
十
六
日
、
届
書

梅
本
町
旧
旅
所
浜
前

の
石
鳥
居
を
松
島

へ
引
移
す
。

か
く
し
て
、
翌
五
年
二
月

に
は
旧
梅
本
町
旅
所

の
地
所

を
返
上
、
松
島

へ
の
御
旅
所
転
宮

が
完
全

に
成
立
し
た
。

そ
し
て
、
同
年
六
月
十

四
日
に
は
、
大
阪
府
庁

へ
神
輿
渡
御
執
行

の
届
を
出
し
、
同
時

に
、
川
口
の
居
留
地
前

の
川
通
り
を
通
行
す
る
の
で
、
外
国
事
務
局

へ
届

を
出
し
て
い
る
。
翌
十
五
日
、
神
輿
渡
御

の
道
筋

の
届
書

が
あ
り
、
本
年
は
難
波
橋
北
詰

の
西
手
岸
よ
り
乗
船

と
決

ま

っ
た
が
、
二
十
日
に
は
川
筋
浅
瀬

の
掻
揚
げ
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や
、
目
印

に
笹
を
立
て
置
く
こ
と
な
ど
を
届
け
て
お
り
、
船
渡
御
の
た
め
に
川
筋
確
保

に
苦
心
し
て

い
る
よ
う
す
が
わ
か
る
。

し
か
る
に
、
『
公
庁
諸
願
届
書
写
』
明
治
六
年
六
月
十
八
日
付
、
天
満
宮
祠
官
滋
岡
功
長

ら
よ
り
大
阪
府
権
知
事
渡
辺
昇
宛

て
の

[
口
上
覚
」

に
よ
る
と
、

天
満
宮
祭
礼
例
年
六
月
廿
五
日
、
難
波
橋
北
詰
波
止
場

ヨ
リ
神
輿
乗
船

二
而
松
島
旅
所

へ
渡
御
御
座
候
所
、
当
年
右
川
筋
土
砂
凌
等
難
行
届
候

二
付
、
船
渡
り

相
止

メ
、
来

ル
七
月
十
九
日
陸
路

二
而
神
輿
渡
御
仕
度

、
此
段
御
届
奉
申
上
候
、
以
上

と
あ
る
。

〔
7
)

前
述

の
如

く
、
毎
年
の
よ
う
に
川
筋

の
土
砂
凌

い
を
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
神
社
、

お
よ
び
氏
地
住
民
の
経
済
的
負
担
が
、
船
渡
御
継
続

の
阻
害
要
因

と
な

っ
て
い
た

の
で
あ

ろ
う
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、

い
ろ
い
ろ
と
事
情
が
考

え
ら
れ
る
が
、
な

に
ぶ
ん
全
般
的

に
不
況

に
陥

っ
て

い
た
こ
と
、

と
く
に
、
明
治
六
年
と

い
う
年
に
注
目
す
る
と
、

大
阪

の
「地
盤
沈
下
」
(経
済
的
な
落
込
み
)
よ
り
の
脱
出

の
方
策
と
し
て
渡
辺
昇
権
知
事

の
唱
導
に
よ
り
築
港
整
備
計
画
が
と
り
あ
げ

ら
れ
、
五
年
四
月

に
は
ひ
ろ
く

(
8

)

市
民
よ
り
基
金
を
公
募
す
る
た
め
に
、
築
港
義
社
を
設
立
し
、
施

工
と
基
金
公
募

の
計
画
が
立

て
ら
れ
、
翌
年
三
月
か
ら
募
金

が
始

ま

っ
た
よ
う
で
あ

る
。
げ
ん

に

『
公
庁
諸
願
届
書
写
」
に
も
、
天
満
宮
滋
岡
功
長

か
ら
金

一
〇
〇
円
、
社
家

の
渡
辺
迫
吉

・
寺
井
種
清

か
ら
五
〇
円
ず

つ
の
出
金
を
約
し
、
渡
辺
権
知
事

か
ら
謝
状

が
出
て

い
る
。

し
か
し
、

こ
の
募
金
運
動
は
、
当
時
不
況
の
た
め
巨
商

が
相
次

い
で
倒
産
す
る
惨
状

を
呈
し
た
た
め
に
成
功
せ
ず
、

一
般
市
民

の
熱
意

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
六
年

九
月
、
政
府

の
指
令

に
よ
り
中
止
と
な

っ
た
。

こ
う
し
た
事
情
は
、
天
神
祭
船
渡
御

の
中
絶

と
無
関
係

で
は
あ
り
得
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

三
、
御
旅
所
転
宮
の
完
成
と
船
渡
御
の
復
興

前
述

の
如
く
、
明
治
四
年

に
復
興
し
た
天
神
祭

の
船
渡
御

は
、
同
五
年
ま

で
二
年
間
継
続
し
た
後
、
同
六
年
よ
り
中
絶
す

る
こ
と

に
な

っ
た
。
し
か
し
、
陸
渡
御

は
執
行

さ
れ

て

い
た
わ

け

で
あ

る
が
、

松
島

新

御
旅

所

は

ま

だ
仮
建

築

で
あ

っ
た

の
で

で
あ

る
。

明
治
初
年
大
阪
天
神
祭
の
復
興
に
つ
い
〆
、

、
明
治
七
年
の
大
破

を
機

に
本
格
的
な
造
営

が
行
わ
れ
る

こ
と
と
な

っ
た

の

鱒



明
治
初
年
大
阪
天
神
祭
の
復
興
に
つ
い
て

『公
庁
諸
願
届
書
写
』
同
年
十

二
月
十
四
日
の
各
町
戸
長

・
神
官
ら

の
願
書
に
よ
る
と
、

天
神
旅
所
仮
社
大
破

二
及
ヒ
候

二
付
、
今
般
元
筑
後
邸

二
有
候
水
天
宮
社
譲
り
受
、
旅
所
社
造
営
仕
度
、
有
志
之
者
為
惣
代
私
共
奉
願
候
、
以
上

と
あ
り
、

こ
の
造
作
は
予
定
通

り
進
め
ら
れ
た
ら
し
く
、
翌

八
年
十
月
四
日

に
は
次

の
如
き
届
書
が
あ
る
。

当
社
松
島
旅
所
造
営
落
成
仕
候

二
付
、
本
月
十

八
日
夜
遷
宮
仕
、
翌
十
九
日

ヨ
リ
同
二
十
五
日
迄
、
祭
式
執
行
仕
度
、
此
段
御
届
仕
候
也

か
く
し
て
、
明
治
八
年
十
月
十
八
日
に
至

っ
て
松
島

へ
の
御
旅
所
転
宮
は
、
は
じ
め
て
完
成

し
た
と

い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

大
阪
天
満
宮
所
蔵

の
、
明
治
七
年

[
当
社
旅
所
之
事
」
な
る
文
書
は
、

こ
の
と
き

の
新
御
旅
所

の
地
積

・
建
造
物
等
書
上
の
案
紙
ら
し

い
が
、

そ
の
う
ち
東
門

の

石
鳥
居

に
か
け
ら
れ
た
神
号
の
編
額

は
、
「当
御
府
権
知
事
渡
辺
公
」

の
御
筆
と
記
さ
れ
て
い
る
。

(
9

)

右

の
渡
辺
公
と

い
う
の
は
、
前
述

の
渡
辺
昇

の
こ
と
で
、
そ
の
業
績

に
つ
い
て
は
、
「
渡
辺
昇
知
事

の
事
ど
も
」
な
る
小
稿
を
も

っ
て
概
観
し
て
お
い
た
が
、
そ
の

中

で
、
「
渡
辺
に
と

っ
て
は
、
西
方
は
ま
さ
に
フ

ロ
ン
テ

ィ
ア
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
」
と
約
言
し
て
お

い
た
よ
う
に
、
明
治
元
年

の
川
口
運
上
所

・
居
留
地

の
設
定
、

松
島
遊
廓

の
設
置

の
後
を
う
け

て
、
大
阪
の
経
済
的
復
活
は
海

へ
の
発
展
に
よ
る
ほ
か
な
い
と
い
う
明
快

な
意
図
を
も

っ
て
、
同
五
年

の
大
阪
築
港
募
金
運
動
、
同

七
年
の
江
之
子
島
新
府
庁
舎
完
成

と
着
々
手
を
打

っ
て
行

っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
中
に
天
神
祭
の
船
渡
御

の
復
興
、
松
島

へ
の
御
旅
所
転
宮
も
く
り
込
ま
れ
た
か

の
よ
う

に
み
え
る
。

(
10

)

『松
島
新
地
誌
』

に
よ
れ
ば
、
渡
辺
の
配
下

に
有

田
太
郎

と
い
う
野
心
家
が

い
た
が
、
松
島
遊
廓

の
出
現
と
繁
栄
策
に
、
異
常
な
執
念
を
も

っ
て
奔
走

し
、

そ
の

一
か
ん
と
し
て
天
満
社
御
旅
所

の
誘
致
に
お
お
い
に
尽
力

し
た
と

い
う
。

し
か
し
、
発
足
し
た
ば

か
り

の
松
島
遊
廓

は
、
大
阪

の
最
西
端

の
、
舟
大
工
や
漁
師
が
ぱ
ら
ぱ
ら
と
住

ん
で

い
る
寺
島
と

い
う
僻
地
を
開
発
し
て
、
忽
然
と
出
現

し
た
花
街

で
あ
る
か
ら
、
な
か
な
か
予
想
通
り
に
は
発
展
せ
ず
、

そ
の
上
、
明
治
五
年

に
は
、
南
米

ペ
ル
ー
の
汽
船

マ
リ
ヤ

・
ル
ー
ズ
号
事
件

に
端
を
発
し
た
遊
女

(
11

)

解
放
令

の
余
波
を
う
け
て
松
島
遊
廓
も
延
び
な
や
ん
だ
。

こ
の
頃
し
き
り
に
芝
居
や
人
形
浄
瑠
璃

の
小
屋
を
移

し
、
土
地

の
繁
栄

を
は
か

っ
て
い
る
が
、
天
満
宮
御

旅
所

の
転
宮

の
完
成
も
、

こ
う
し
た
現
地
側
の
要
望

に
合
致
し
た
も

の
と
考

え
て
よ

い
で
あ
ろ
う
。

『松
島
新
地
誌
』

に
は
、

天
満
天
神
お
旅
所
移
転
の
実
現
、
明
治
十
年

の
西
南
戦
争

に
よ
る
好
景
気
と
、
松
島

は
俄
然
物
す
ご

い
勢

い
で
繁
栄
し
て
く
る
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と
あ
る
が
、
大
阪
が
西
南
戦
争

の
兵
姑
基
地

と
な

っ
た
関
係

で
、
維
新
以
来

の
景
気

の
沈
潜
情
況
か
ら
浮
上

し
て
く
る
の
は
、
ひ
と
り
松
島

に
限

っ
た
こ
と
で
は
な

く
、
大
阪

の
市
民
生
活
全
般

の
活
性
化
に
つ
な
が
る
も

の
で
あ

っ
た
。

待
望

の
天
神
祭

の
船
渡
御

の
再
度
復
活
も
、

こ
う
し
た
空
気

の
中
で
明
治
十
四
年

に
実
現
す
る

の
で
あ
る
。

(
12

)

『
天
満
宮
社
誌
資
料
』
明
治
十
三
年
七
月

二
十
二
日

の

「
夏
祭
道
筋
兼
行
列
御
届
」
に
よ
る
と
陸
渡
御
だ
け

に
な

っ
て
い
る
の
で
、
こ
の
頃
ま
で
船
渡
御

は
中
止

さ
れ
た
ま
ま

に
な

っ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
翌
十
四
年
七
月
十

六
日
の
夏
祭

の

「
船
渡
御
御
届
」
に
よ
る
と

■
今
般
旧
例

に
復
し
、
船
渡
御
御
執
行
仕
度

云
々
」

と

断
り
書

が
あ
り
、
次

い
で
祭
日
直
前

の
七
月
二
十

一
日

に
、
■
水
陸
道
筋
御
届
」
が
あ
る
。

い
ま

一
例
を
求
め
て
み
る
と
、
『当
番
所
雑
記
』
明
治
十
四
年
七
月

二
十
五
日
条

に
、

鳳
螢
御
輿
遷
座

午
後
第
五
時
御
出
螢

但
し
川
渡
御
再
興
道
筋
別
記

ス

還
御
明
暁

二
及
無
滞
相
済

と
明
記
さ
れ
て

い
る
。

か
く

し
て
、
天
神
祭

の
船
渡
御
復
興
は
、
明
治
十

五
年
で
は
な
く
、
そ

の
前
年
、
明
治
十
四
年

で
あ

っ
た

こ
と
が
明

ら
か
で
あ
る
。

一9一

 

お

わ

り

に

明
治
四
年

に
再
興
さ
れ
た
、
大
阪
天
神
祭

の
経
過
に

つ
い
て
は
次

の
如

く
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

①

明
治
四
年
六
月

二
十

五
日
の
天
神
祭

に
は
、
天
神
社
氏
地

の
町
年
寄
ら
が
、
松
島
遊
廓
内

の
明
地

へ
仮
御
旅
所
を
建

て
、
堂
島
川

の
川
筋
凌
漠
を
懇
請
し
て

船
渡
御
を
執
行
し
た
。
但
し
難
波
橋
北
詰

か
ら
の
出
船

は
困
難
な
た
め
本

年
は
堂
島
米
場
浜

か
ら
と
し
、
翌
五
年
は
難
波
橋
北
詰
か
ら
乗
船

し
た
。

②

同
年
八
月

二
十

二
日
、
天
神
社

の
神
主

・
社
家

ら
が
連
署
し
て
、
松
島
花

園
地

に
梅
本
町
の
旧
御
旅
所
を
移
す
こ
と
を
大
阪
府
庁

へ
出
願
し
、
許
可
を
得

た
。

新
御
旅
所
は
明
治
八
年
十
月

に
本
建
築

の
造
営

を
終
り
、
完
成

し
た
こ
と

に
な
る
。

明
治
初
任
-大
阪
天
神
祭
の
復
興
に
つ
い
て



明
治
初
年
大
阪
天
神
祭
の
復
興
に
つ
い
て

③
船
渡
御
は
、
堂
島
川

の
浅
瀬

の
砂
地
を
湊
藻
す
る
こ
と
が
困
難
と
な

っ
た
た
め
、
明
治
六
年
以
後

に
中
絶
し
た
が
、
同
十
四
年

に
再
開
さ
れ
、
以
後
非
常
時

局
以
外
は
継
続
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。

明
治

六
年
か
ら
同
十

三
年
ま
で
の
船
渡
御

の
中
絶
は
、
お
そ
ら
く

一
般
的
な
経
済
的
不
況

の
影
響
と
み
ら
れ
よ
う
が
、
そ
の
復
興
は
西
南
戦
役

の
も
た
ら
し
た

好
況

に
促
さ
れ
た
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

少
し
く
船
渡
御

に
こ
だ
わ
り
過
ぎ
た
よ
う
で
あ

る
が
、
天
神
祭

に
関

し
て
は
、
船
渡
御
に
こ
だ
わ
ら
ざ
る
を
得
な

い
事
情
が
あ

る
の
で
あ
る
。
京
都

の
祇
園
祭
、

江
戸

の
山
王
祭
な
ど
と
対
比
し
て
、
楷
日
本

三
大
祭

の
ひ
と

つ
」
と
誇
称
し
た
の
も
、
水

の
都

に
ふ
さ
わ
し
い
船
渡
御

と
い
う
、
こ
の
祭
独
得

の
風
趣

を
意
識
し
て

の
こ
と
で
あ

っ
た
ろ
う
。
ま
し
て
や
、
単
な
る
祭
礼
で
は
な
く
、
大
阪
市
民

の
維
新
動
乱

の
後
遺
症
で
ど
ん
底
景
気

に
あ
え
ぎ
な
が
ら
、
せ
め
て
そ
れ
か
ら
脱
出

す
る
た
め
の
活
性
化

の
ね
が
い
を
こ
め
た
イ

ベ
ン
ト
で
あ

っ
た
こ
と
は
、
前
述
天
神
社
地

の
町
年
寄
た
ち

の
願
書

に
、
「
川
筋
惣
体
格
別

の
賑
い
諸
国

へ
相
聞
え
」

噛外

に
模
様
替
も
致
し
兼
ね
候
に
付
き
」
と
み
え
る
誇

ら
し
い
文
言

に
も
読

み
と
ら
れ
よ
う
。

天
神
祭
は
、
船
渡
御

で
な
く
て
は
な
ら
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
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注

(1
)
藤
里
好
古
氏
。
詳
細
は
不
明
で
あ

る
が
、
大
正
十
五
年

七
月

に
、

天
満
宮

の

文
庫

・
社
報
事

務
員
と
な
り
、
昭
和
初
期

か
ら
教
学
部
主
事

を

つ
と
め
た
人

で
、

天
満
宮
研
究

の
第

.
人
者

と
し
て
、

す
ぐ
れ
た
解
説
書
な

ど
を
残
し
て
お
ら
れ

る
。

に
も
か

か
わ
ら
ず
、
こ

の
よ
う

な
天
満
宮
固
有

の
基
本
史
料

に
目
が
通

っ

て
い
な
い
と

い
う
の
は
、
ま

こ
と
に
不
思
議
で
あ

る
。
も

っ
と
も
、

氏
は
さ
ら

に
重
要
な
史
料

を
も

っ
て
お
ら
れ
た
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
今

と
な

っ
て
は
、

そ
れ
を
探
る
よ
す
が
も
な

い
。

(2
)
『
天
満
宮
社

誌
資
料
』

四
〇

冊
。
大
阪
天
満
宮
史

の
史
料
集

で
、
編
年
式

に

整
理
し
た
も

の
。
第

一
巻

を
延
久

二
年
よ
り
正
徳

五
年
ま

で
と
し
、
有
名

な
『本

朝
無
題
詩
集
』

の
藤
原
敦
基
、
同
敦
光

の
詩
を
も

っ
て
始

ま
る
が
、
第
四

一
号

(大

正
三
年
～
昭
和
三
年
)
で
終

っ
て
お
り
、
今

の
と
こ
ろ
、
第

二
六
号

(文

政
十

一
年
-
同
十
二
年
)
を
欠

い
て

い
る
。

(3
)
『
天
満
宮
社

誌
稿
本
』

二
七
冊
。

(
2
)

に
歩
調

を
合

せ
、
第

一
巻
を
延
久

二
年
よ
り
正
徳
五
年
ま

で
と
し
、
第

二
七
巻

(大

正
二
年
～

昭
和
三
年
)
を
も

っ
て
終

っ
て
い
る
。

(
2
)
に
収
録

さ
れ
た
史
料
毎

に
、
単

な
る
表
題

の
み
で
は

な
く
、

一
々
小
解
を
付

し
、
や
や
委

し

い
年
表
の
態

を
な

し
て

い
る
。

寺
井
宮
司

の
談

に
よ
れ
ば
、

(2
)
(
3
)
と
も

に
前
宮

司

(父
君
種
長
氏
)

の
筆
蹟

を
主

と
す
る
の
で
、
、
い
わ
ば
粗
稿

で
は
あ

る
が
、
他
日
天
満
宮
史
編
纂

の
意
図
を
も

っ
て
、
手
輯
さ
れ
た
も
の
で
は
あ
る
ま

い
か

と
思
わ
れ
る
。

(4
)
『
公
庁
諸
願
届
書
写
』

四
冊
。
嘉

永
七
年

か
ら
明
治
中

期
ま
で
の
所
管
諸
役

所

へ
の
願
書
、
届
書
等

の
写
し
を
集

め
た
も
の
。

江
戸
時

代

の

『公
辺
諸
願
届

書
写
』
を
引
継

い
だ
も

の
で
、

(
2
)
に
よ
る
と
、
明
治

二
十
年
頃
ま
で
あ

っ
た

よ
う

で
あ
る
が
、
現
在

は
、
同
六
年

ま
で
よ
り
残

さ
れ
て

い
な

い
。

(5
)
『当

番
所
雑

記
』

一
三
冊
。
明
治

四
年

か
ら
同
十

四
年

ま
で
の
社
家

日
記

で
、
後

に

『本
殿
詰
所

日
誌
」
「玄

関
日
誌
』

『社

務
日
誌

」
な

ど
と
改
称
し
、

現
代
ま
で
引
継

が
れ
て

い
る
。
明
治
初
期

の
も
の
は
、
毎

口
泊
明

(宿
直
)

一

人
、
当
番

(
日
直
)
二
人

の
名
を
記

す
。
内
容
は
、
ほ
と

ん
ど

「御
湯
」

の
取

扱

者
、
寄
進

者
を
記
録

し
た
も

の
で
、

と
き

に
祭
礼
な
ど
の
重
要
事
項

の
書

込

み
が
あ
る
の

で
、
史
料

と
し
て
は
見
逃

せ
な

い
。

(
2
)

(3
)
は
、

(
4
)

(5
)

の
よ
う
な
記

録

か
ら
集
録

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

(6
)
沓
形

(く

つ
が
た
)。

『公
庁
諸

願
届
書
写
」
の
明
治
四
年

の
復
興
天
神
祭

の

次

第
を
記
し

た
最
後

に
、
次

の
記
事

が
あ

る
。

沓

形
御
供

小
折
に
入

大
年
寄

中
年
寄

天
満
世
話
方

堂
島
米
会
所

其
外

共

二

伊
予
徳
篶

御
旅
所

一
七
町

水
方
大
和
屋
清
助

小
豆
島
屋

永
来

屋

淡
平

塩
嘉

諸
箸

引

船
網
市

大
垣
屋
太
郎
兵
衛

同
大
男
鳥
清

何
某
道
直

し

居

留
地

外

務
局

井

鳥
由

外

二

荒
木

神
輿
西
町

太
鼓
中

東
江
之
子

島
町

市

之
側

市
場
簿
挑
灯

別

段

政
篭

岩

造

高
松

森

蒸
気
船
箋

久
栄
講

御
供
講

祭
礼
講

菅

神
講

丑

日
講

因
講

翠
簾
講

惣
会
所
小
遣
中

「
沓
形
」
と
は
、

『広
辞
苑
』

に

「
口
形
」
の
意
で
、
武
家

の

「矢
開

き
の
祝

い
の
餅
」
と
あ

る
が
、
ご
く
単
純

に
、
「
中
国
風
の
沓

の
形
」
の
意
で
、
織
部
や

志
野

の
鉢
や
茶
碗

の

「沓
形
」

に
似
た
餅

で
は
な

い
か
と
考

え
て
は
ど
う
で
あ

ろ
う
か
。
『
日
記
」
な
ど

の
中

に
は
、
御
神

酒
を
そ
え
て
奉
行
所
や
世
話

人
な

ど

に
配

っ
た
り

し
て
い
る
記
事

も
あ

る
が
、

固
ま

っ
た
史
料

と
し

て
は
、
延
享
期

か
ら
寛
政
期

へ
、
約
五
〇
年
間

の
沓
形
配

付
の
控
ら
し

い
長
帳
が
三
五
冊
あ

り
、

多

く
は
六
月

と
九
月

の
二
回
分

で
あ
る
か
ら
、

お
そ
ら
く
天
神
祭
と
流
鏑
馬

の

終

了
後

に
、

支
配

の
役
所
や
世
話
人

に
配
付
し
た
も

の
の
控
帳

で
あ
ろ
う
。

こ
れ
に
つ

い
て
は
、
ま
だ
疑
問
も
残
る
が
、

と
に
か
く
右

の
明
治
四
年

の
分

は
、

さ
し
あ

た

っ
て
の
メ
モ
で
あ

る
か
ら
、
意
味
不
明
の
箇
所
も
多

い
が
、
超

不

況
下

で
の
祭

の
復
興

と
い
う
大
事
業

に
、
万
難
を
排
し
て
協
力
し
た
役
所

・

講
集
団

・
人
物

な
ど
が
知
ら
れ
る
と

い
う
貴
重

な
史
料

で
あ

る
。

(7
)
河
川
凌
喋

工
事
。
大
阪
市
内

の
諸
川

の
凌
深

は
、
大
阪
経
済

の
浮
沈

に
関

す

る
課
題

で
あ

っ
た
の
で
、
江
戸
時
代
は
も
ち
ろ
ん
、
明
治
以
後

も
築
港
問
題

と
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つ
い
て



明
治
初
年
大
阪
天
神
祭
の
復
興
に
つ
い
て

か
ら
ん
で
重
視
さ
れ
、
天
神
祭

の
船
渡
御
の
要
請
如
何
に

か
か
わ
ら
ず
、
府
政

本
来

の
重
要
課
題

で
あ

っ
た

(
『大
阪
府
誌
』
第
四
編
、
七
九
頁
)。

し
か
し
、
神
社
側
も
全
面
的

に
府
費

に
頼
る
こ
と
は
で
き
な
か

っ
た
ら
し
く
、

明
治
六
年

の
船
渡
御
の
中
止

の
理
由
も
、
川
筋
湊
深

の
困

難
に
求
め
て
い
る
が
、

同
十
四
年

の
船
渡
御
再
興
の
と
き
に
は
、
こ
の
問
題
を
ど
う
処
理
し
た
の
か
、

神
社
側
に
は
そ
の
史
料
が
な

い
。
此
点
さ
ら
に
史
料
を
求

め
て
た
し
か
め
ね
ば

な
ら
な

い
と
考
え
て
い
る
。

(8
)
筆
者

の
旧
稿

「明
治
六
年
大
阪
築
港
募
金
運
動

に
つ
い
て
」
(『海
事
史
研
究
』

第
三
四
号
)
に
は
、
築
港
義
社
設
立

の
意
味
と
年
次
に
誤
り

が
あ
る
の
で
、
『
明

治
大
正

・
大
阪
市
史
』
に
よ

っ
て
本
稿

の
よ
う
に
修
正
し
た
。

(9
)
「渡
辺
昇
の
事
ど
も
」
(
『大
阪
春
秋
』
第
五
二
号
、
北
浜

二
丁
目
戸
長
役
場

の

窓
か
ら

・
一
四
)。
渡
辺
は
肥
前
大
村
藩
出
身
の
尊
穰
派

の
志
士
で
あ

っ
た
が
、

江
戸

の
安
井
息
軒

・
斉
藤
弥
九
郎
の
門
弟
で
、
文
武
両
道

に
達
し
、
書
を
よ
く

し
た
。
大
阪
府
知
事

と
な

っ
て
も
、
し
き
り
に
健
筆
を
振

る

っ
た
が
、
天
満
宮

松
島
御
旅
所
の
石
鳥
居
の
扁
額
は
、
彼

と
し
て
も
生
涯
の
記
念
品
で
印
象
の
深

い
も
の
で
あ
ろ
う
。
明
治
十
三
年
四
月
、
天
神
祭
船
渡
御

の
復
興
を
目
前
に
し

て
、
元
老
院
議
官

と
し
て
、
中
央
政
界

に
帰
り
咲

い
た
。

(10
)
『松
島
新
地
誌
』
。
牧
村
史
陽

・
田
辺

一
共
編
、
松
島
新

地
組
合
発
行

(昭
和

三
十
三
年
)。
松
島
遊
廓

の
起
源
か
ら
発
展
、
売
春
防
止
法

と
、
そ
の
後

の
変
容

に
至
る
ま
で
詳
細

に
記
述
さ
れ
て
い
る
。
豊
富
な

エ
ピ
ソ
ー
ド
と
写
真
を
そ
え
、

近
代
大
阪

の
あ
ゆ
み
を
反
映
し
た

一
風
俗
史
と
し
て
も
価

値
あ
る
も
の
と
な

っ

て
い
る
。

(11
)

マ
リ
ア

・
ル
ズ
号
事
件
。

マ
リ
ア

・
ル
ズ
号
と
は
南
米

ペ
ル
ー
の
船

で
、
明

治
五
年
五
月
、
清
国
か
ら
苦
力
約
二
三
〇
名
を
乗
せ
て
帰

国
の
途
中
、
暴
風

に

遭

っ
た
た
め
、
横
浜
港
に
碇
泊
中
、
再
度

に
わ
た

っ
て
苦

力
が
逃
亡
を
企
て
、

海

に
飛
び
込
ん
で
英
艦

に
救
わ
れ
た
。
イ
ギ
リ
ス
側
が
事

件
の
処
理
を
日
本
政

府

に
委
ね
た
た
め
、
外
務
郷
副
島
種
臣

・
司
法
郷
後
藤
新

平

・
神
奈
川
県
令
大

江
卓
と
明
治
初
期
政
界
の
大
物

が
登
場
し
、
ま
た
、

ア
メ
リ
カ
か
ら
ロ
シ
ア
ま

で
を
ま
き
こ
む
国
際
問
題
に
発
展
し
た
が
、
事
件
の
経
緯
は
さ
て
お
き
、
こ
こ

で
の
問
題
だ
け
を
取
上
げ
て
お
く
と
、
「奴
隷
売
買
は
国
際
公
法
違
反
で
あ
る
」

と
い
う
[口
本
の
裁
判
の
判
決

に
、
ペ
ル
ー
側
か
ら
日
本

の
遊
女
を
人
身
売
買
で

は
な
い
か
と
反
撃
さ
れ
、
同
年
十
月
日
本
政
府
は
あ
わ
て
て
「
芸
娼
妓
解
放
令
」

を
発
令
す
る
に
至

っ
た
。
こ
れ
が
日
本

の
各
遊
廓
に
大
恐
慌
を
も
た
ら
し
、
も

ち
ろ
ん
新
参
の
松
島
な
ど
も
大
打
撃
を
う
け
る
こ
と
に
な

っ
た
。
し
か
し
、
解

放
さ
れ
る
芸
娼

妓
た
ち
の
生
活
保
証
を
考
え
な
い
処
置

で
基
本
的
解
決
が
で
き

る
問
題
で
は
な
く
、
や
が
て
ザ
ル
法
と
な

っ
て
行

っ
た
の
も
人
の
知
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。

(
12
)
天
神
祭
の
祭

日
。
古
く
は
六
月
二
十
五
日
に
行
わ
れ
て
い
た
が
、
明
治
五
年

十

一
月

に
太
陽

暦
を
採
用
す
る
こ
と
に
な

っ
た
た
め
、

そ
れ
に
換
算
し
て
、
同

六
年
は
七
月
十

九
日
と
し
、
同
七
年
か
ら
十
年
ま
で
は
八
月
の
何
日
か
に
し
た

が
、同
十

一
年
に
至

っ
て
七
月
二
十
五
日
に
変
更
し
、
よ
う
や
く
確
定
し
た
(
『大

阪
天
満
宮
社
報

』第

一
二
号
)。
菅
原
道
真

の
誕
生
日
が
六
月

二
十
五
日
、
太
宰

府

へ
左
遷

の
日
が

一
月

二
十
五
日
、
命
日
が
二
月
二
十
五
日
と
、
二
十
五
日
を

意
味
付
け
す
る
伝
承
が
あ
る
の
で
、
他

の
日
で
は
落
付

か
な
か

っ
た
の
で
あ
ろ

・
つ

。
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付

記

今
年
夏
、
私

は
本
学
藤
井
理
事
長

の
遠
縁

に
あ
た
る
本
多
康
彦
家
所
蔵
文
書
紹
介

の
た
め
に
、
か
ね
て
準
備
中

で
あ

っ
た

『
旧
伊
勢
神
戸
藩
主
本
多
家
史
料
』
の

編
集

・
刊
行
を
終
え
た
。

本
多
家
は
三
河
武
士

の
名
門

の
流
れ
を
汲
み
、
小
藩
な
が
ら
伊
勢
神
戸
藩
主
と
し
て
廃
藩

に
至

っ
た
家
柄

で
、

そ
の
後
幾
星
霜
、
家
蔵

の
文
書
類
も
少

か
ら
ず
散

逸
し
、
と
り
わ
け
昭
和

の
戦
時
中
に
は
当
主
康
彦
氏
の
熱
意
を
も

っ
て
辛
う
じ
て
焼
失

の
災

か
ら
守

ら
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
数
量
は
少

い
が
、

か
な
り
貴
重
な

も
の
が
残
さ
れ
て
い
る
の
で
、
単
な
る
文
書
目
録
と
せ
ず

、
取
敢
ず
若
干

の
抄
録
と
論
集
を
そ
え
て
、
利

用
者
の
便
を
は
か

っ
た

の
で
あ
る
。

次

に
、
大
阪
天
満
宮
史

の
編
纂
業
務

に
招

か
れ
て
三
年
目
に
な
る
が
、
私
は
ま
ず
御
文
庫

か
ら
史
料
と
な
る
べ
き
文
書

の
断
簡
零
墨

に
至

る
ま
で
を
集
め
、
そ

の

埃
を
払
う

こ
と
か
ら
仕
事
を
始
め
た

の
で
あ
る
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
本
社

の
誇
る
和
漢

の
蔵
書
は
、

み
ご
と
に
整
理
さ
れ
、
B
5
版

二
冊

で
三
三
〇
頁
を
超
え
る

『分
類
目
録
』
が
作
製

さ
れ
て
い
る
。
し
か
し

そ
れ

に
洩
れ
た
用
す
み
の
文
書
や
記
録
類
が
、
数
多
く
箱
や
長
持

に
つ
め
ら
れ
、
未
整
理
の
ま
ま
御
蔵

の
各
所

に
積
重
ね
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、

こ
れ
こ
そ
が
、

前
述
本
多
家
文
書

の
場
合

と
同
様
に
、
『大
阪
天
満
宮
史

』
編
纂

の
た
め
に
は
か
け
が
え
の
な

い
史
料
群
な

の
で
あ

る
が
、
昨
今
よ
う
や
く
整
理
.目
録
作
製

の
段
階

に
到
達
し
た
。

そ
の
上
、
東
京
在
住

の
元
神
主
家
滋
岡
長
平
家

に
も
貴
重
な
文
書
が
千
点
以
上
も
襲
蔵
さ
れ
て
お
り
、
大
阪
大
学

に
は
そ
の
滋
岡
家
文
書

の
日
記
類
を
中
心
に
約

一
九
〇
冊
所
蔵

さ
れ
て

い
る
こ
と
が
わ
か

っ
て

い
た
。
そ
れ
で
、
第

一
の
作
業
と
し

て
編
纂
室

の
全
員
を
あ
げ
て
滋
岡
家
文
書
を
借
出

し
て
コ
ピ
ー
化
す
る
こ
と
と
、

阪
大
文
書

の
う
ち
日
記

の
抄
録
を
作
る
こ
と
と
し
た
の
で
あ
る
。
な

に
ぶ
ん
日
記
だ
け
で
も
、
享
保
期
以
前

は
焼
失

し
て
い
る
が
、
近
年

ま
で
継
続

さ
れ
て
お
り
、

一
年
分
数
冊

に
わ
た
る
も
の
も
あ
る
の
で
、

お
よ
そ
三
四
〇
冊
を
か
ぞ
え
る
と
い
う
状
態
で
あ
る
。

そ
れ
に
つ
い
て
注
目

を
要

す
る
の
は
、
江
戸
時
代

で
は
奉
行
所
、
明
治
時
代

で
は
府
庁
な
ど
に
対
す
る
諸
願
書
や
届
書
を
書
き
留
め
た
帳
冊
、
あ

る
い
は
社
務
所

の
日
記
類

な
ど

の
中
か
ら
書
抜
を
作

っ
て

『
社
誌
資
料
』

と
名
付
け
、
あ
る

い
は
そ
の
要
旨
を
集

め
た
項
目
年
表
を

『社
誌
稿
本
』
と
名
付
け
、
併

せ
て
六
七
冊
も

男
治
初
年
大
阪
.天
神
祭
の
復
興
に
つ
い
π、
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明
治
初
年
大
阪
天
神
祭
の
復
興
に
つ
い
て

作
ら
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

い
わ
ば
史
料
集

の
粗
稿

と
も
い
う

べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
ほ
か
に
、
何

か
の
項
目
毎

に
帯
封
を
作

っ
て
ま
と
め
た
も
の
の
正
式

に

綴
じ
ら
れ
て
い
な
い
も
の
も
、
そ
の
ま
ま
ぼ
う
大
に
残
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

寺
井
宮
司

の
談

で
は
、
こ
れ
ら
は
先
代
宮
司

(父
君
の
種
長
氏
)
の
手
輯

で
は
な
い
か
と
い
わ
れ
る
が
、

い
つ
の
日

に
か
本
社
所
蔵

の
史
料
を
も

っ
て
、

『大
阪
天
満

宮
史
』
を
作
る
た
め
に
準
備
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
、
そ
の
中

に

一
つ
の
執
念

の
よ
う
な
も
の
が
感
じ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
少
く
と
も
、
現
在
大
阪
天
満

宮
史

の
編
纂

に
携
わ
る
も
の
と
し
て
は
、

こ
の
先
人
の
遺
志
を
継
ぐ

べ
き
任
務
を
有
す
る
の
で
は
な

い
か
と

い
う
こ
と
を
痛
感
す
る
。

私
が
今
般
大
阪
天
満
宮
史

の
最
初

の
試
作
と
し
て
、
大
阪
天
満
宮
文
書
を
必
要
以
上

に
援
用
し
な
が
ら
、
明
治
初
年

に
お
け
る
天
神
祭

の
復
興
を
論
じ
た
の
も
、

右

の
よ
う
な
意
図

に
基

い
た
も
の
で
、
忌
揮
な
き
ご
批
判
を
頂
き
た

い
と
思
う
の
で
あ
る
。
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